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（事業）
第４条 当法人は、前条の目的を達成す
るために、次の事業を行う。
（１）部落問題解決のための調査研究・
人権啓発・学習支援に関すること。
（２）様々な人権課題を有する人々の自
立・自己実現を図るための支援および
人権相談並びにこれらの事業を通じた
実態把握に関すること。
（３）人権文化のまちづくりのネット
ワークの構築および協働の推進に関す
ること
（４）その他当法人の目的を達成するた
めに必要な事業に関すること。
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　この原稿は、本誌に入れるべきところを、編集の過程で、落としていまいまし
た。早くに原稿をいただいていたのに、不手際をしてしまい、玉置さんには深く
お詫びをいたします。また、変則的な仕様になったこと、読者の皆様にもお詫び
いたします。今後、かようなことのないよう心したいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局長：佐々木寛治）
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